
海外バイヤー招聘による県内地域産品の視察・商談等実施業務 委託仕様書 

 

1. 委託業務名   

海外バイヤー招聘による県内地域産品の視察・商談等実施業務 

 

2. 目的        

海外(シンガポール)からバイヤーを招聘し、県内の地域資源および地域産品（主に

水産加工品・飲料等）を紹介するとともに、県内企業の製造現場視察や試食等を通

じて理解を深め、将来的な輸出や海外事業展開につなげることを目的とする。 

 

3. 委託契約期間   

委託契約を締結した日から令和８年２月２８日 

 

4. 委託業務の内容 

・ シンガポールからバイヤー３～４名招聘し、視察及び商談等実施 

・ 対象分野 ： 水産・加工食品・飲料等 

        ※ふぐ、その他鮮魚、かまぼこ等の水産加工品、日本酒等ほか 

・ 実施地域 ： 下関市、長門市、萩市、山口市、防府市等 

 

 【スケジュール案】  

※本スケジュールは現時点での想定であり、大枠は維持し、詳細な行程や訪問 

順等については提案内容を踏まえ調整可能とする。 

 

時間 
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 

2/24㈫ 2/25㈬ 2/26㈭ 2/27㈮ 2/28㈯ 

AM 福岡国際空港着 移動等 Meeting 移動等 福岡国際空港発 

 入国・移動 
萩企業   
(鮮魚) 

山口企業 防府企業 出国・帰国 

昼食 下関 萩(試食) 山口 防府  

PM 移動等 
萩企業    
(地酒) 

商談会 

防府企業  

 長門企業      

(かまぼこ)  (ふぐ) 
移動等 移動  

夕食 長門(試食) 山口 山口(試食) 博多  

宿泊 長門 or萩 山口 山口 博多  

 

 



【業務内容】（必須業務） 

受託者は、以下の業務を行うものとする。 

1. 海外バイヤーの来日・帰国に係る調整    ※上記スケジュール案 参照 

(1) 来日および帰国スケジュールの作成 

(2) 国際線および国内移動手段の選定・調整 

(3) 渡航に関する関係者との連絡・調整 

※航空券の手配・購入方法については、財団と協議の上、決定する。 

 

2. 国内移動（空港～宿泊地～視察先等）の手配 

(1) 県内移動に係る交通手段の選定および手配   

※ 県内移動は基本借り上げバス 但し 博多→県内は JR(新幹線)でも可 

(2) 移動時の安全性および時間効率に配慮した行程管理 

(3) 2/26(木)の商談会については調整不要  

※ 会場・参加事業者等は財団にて手配する 

 

3. 宿泊・食事等の受入対応 

(1) 宿泊施設の選定および調整 

(2) 食事内容について、宗教・文化・食習慣等への配慮 

 

4. 県内地域資源・産品の紹介プログラムの企画提案・調整 

(1) 財団が指定する地域・食材等を鑑み、訴求・関連する視察・見学先の企画提案 

 ※ 上記スケジュール案の「移動等」の枠内で対応 

(2) 財団が指定する食材等試食実施に係る会場等調整 

 

5. 当日の運営補助 

(1) 通訳の手配    

    ※ 県内視察時、借り上げバス同乗 1名(8時間程度/日)、 

3日目の商談会時 上記とは別に 3名(4時間程度) 

 

6. 実績報告書の作成 

(1) 実績報告書の作成・提出 

 本事業完了後、実施業務、経理を区分して、実績報告書を財団に提出すること。 

 

【提案を求める事項】（プロポーザル評価対象） 

(1) 指定された地域・食材を効果的に訴求する行程・企画の工夫 

(2) 海外バイヤーの関心・ビジネスニーズを踏まえた提案 

(3) 効率的かつ安全性に配慮した交通・移動計画 

(4) 類似事業の実績および実施体制 

 

本仕様書に定めのない事項および詳細については、受託者決定後、財団と協議の

上、決定するものとする。 

 

5. 今後のスケジュール 

・ 令和 8年 1月 21日(水)  審査会（書面） 

・      1月下旬     委託候補者選定、契約締結、委託業務開始 

・      2月 28日(土)  事業完了 



 

6. その他 

(1)本業務の履行に当たり、この仕様書、契約及び当財団の指示を遵守すること。 

(2)委託料については、原則として全事業の終了後、検収した上で支払う。 

(3)受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託、又は請け負わせること

はできない。 

(4)受託者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には、その取扱いに

十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止、その他個人情報の保護に努めること。 

(5)受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は、

自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とす

る。 

(6)その他不明な点は、双方の協議により決定する。 
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